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研究成果の概要（和文）： 科学コミュニケーション論上及び実践高等教育学上の発見が各 1 点あっ

た。市民からの期待の違いが、コミュニケーションスタイルの違いを生んでいた。法律相談では、弁護

士からの助言は、法的適切性のみ期待されていたのに対し、 医療相談では、 医師は患者の生活面

まで含めた助言を求められていた （背景は猪飼 2010:9＆227 を参照）。 

 また、模擬法廷の尋問場面では、従来気づかれていなかった当事者の戦略性が発見された。 

 
研究成果の概要（英文）：Two main findings are bellow.  
The difference in the expectation from a citizen had led to the differences in 
communication style.  
Lawyers are expected with only legal advices in the legal aid services. In medical 
consultations, doctors are expected with not only medical side advices but full life 
support advices. 
And the interrogation scene of the moot court, the strategic characteristic of the party 
concerned which was not noticed conventionally was discovered. 
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１．研究開始当初の背景 

２１世紀の各専門職には、高度な思考力と
コミュニケーション能力に裏打ちされた、
「総合的な判断分析力」と、クライエントへ
の「説明能力」が問われている。けれども、
この新しい課題に対応するための各専門職
養成に関係する高等教育の教育方略には、経

験的事実による裏付けが不十分であった。た
とえば、医学教育でのＰＢＬ（プロブレム・
ベースド・ラーニング）のやり方が、新設さ
れた法科大学院でのＰＢＬに、そのまま流用
的に応用されるようなことがなされていた。
けれども、両専門職の教育には、両専門職の
実務内容の違い、社会的期待の違い、さらに
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は、関連する他職種との協働の行い方の違い
等に基づく実践的違いがあるのではないだ
ろうか。この問題を解くためには、まずは、
高等教育における実践教育の場が、どれほど
似ていてどれほど違っているのか、その実践
の状況を把握する必要があるように思われ
た。 

 

２．研究の目的 

上述の状況を背景にして、我々の研究の基
礎的方向は、 ビデオカメラでの録画とその
解析を通して、「専門職の業務内容の変化」 

に伴って現れてきたPBL （問題基盤型教育）,

ロールプレー、及び模擬法廷・模擬面接など
の、現場志向的で実践的な臨床教育が、実際
にはどのようなものとして行われているの
か、を捉えることにある。そこに、実際の人々
の各専門職への期待の差異も現れてきてい
るだろうし、学生・院生側の「一般人」理解
の差異も現れてきているだろう、と考えた。 

これは、一方では、知識の創造と伝達に関
わっての科学コミュニケーション研究であ
り、もう一方では、実践的な高等教育学の探
求であるということが出来よう。 

  

３．研究の方法 

研究の主要な方法は、「ビデオエスノグラ
フィー」である。この我々の方法は、エスノ
メソドロジーの緻密さに、エスノグラフィー
の豊かさを加えた方法であり、高度に専門分
化した領域を相互行為分析の観点から科学
するやり方として、現在、最も強力な研究手
法である（岡田光弘､2008 等参照）。この手法
を用いることで、現場の実践に立脚した形で、
社会科学的発見がなされ検証されていくこ
とになる。 

具体的には、まず、高等教育の現場の状況
を複数のビデオカメラで詳細に記録取りす
る。ついで、現場に参与しているそれぞれの
領域の専門家に「実践的推論」として何が行
われているかを問う形で,直後および後日に
ビデオセッションを開催する。さらに、デー
タのトランスクリプトづくりと関連資料の
精査を経て、３種の教育現場（医学教育、臨
床法学教育、都市工学演習）を比較すること
で、高等教育における「臨床教育」の現況の
総体を明確化する。 

 
４．研究成果 

「法律相談」のビデオエスノグラフィーを
行った成果としては、従来からの 「医療面
接」 データとの対比から、 同じ専門職であ
っても、 市民からの期待の違いが、相談時
のコミュニケーションスタイルの違いにつ
ながっている様子がみてとれた。具体的には、
法律相談の場合、専門職（弁護士） からの
助言は、 それが法的に適切な助言であるこ

とのみが、 市民から期待されているようす
が見て取れたのに対し、 医療相談の場合、 
専門職 （医師） からの助言は、 それが単
に医療的に適切な助言であることだけでは
なく、 クライエント （患者） の生活面ま
で含めた全面的な問題解決にも繋がる形で
適切な助言であることが、 市民から期待さ
れており、その期待が専門家－素人コミュニ
ケーション全体に影響を与えている様子が
観察された （背景は猪飼 2010:9＆227 を参
照） 。 

つまり、この成果を、科学コミュニケーシ
ョン論に当てはめれば、知識の勾配としては、
一般的には、専門家から素人への傾斜にそっ
て、知識提供がされているといえるにしても、
その具体的な様相においては、単にトップダ
ウン的に提供知識が選ばれているのではな
く、実践的には、ボトムアップ的なコミュニ
ケーションも伴われて知識提供がされてい
ることが、その具体的な様相込みで判明した。 

なお、上記のような知識勾配に関する一般
的な理解に反して、現場の知識や問題そのも
のに関する知識に関しては、当事者（素人）
の側の方が詳しいということがある。このよ
うな「専門家－素人」関係における、「知識
勾配の交差」という状況に対応して、いかな
るコミュニケーションスタイルが採用され
ているのか、ということについては、「助け
船とお節介」(串田秀也、1999)論文以来、日
本でも繰り返し探求されてきているが、その
臨床法学教育版の実例採集にも成功した（近
日公表予定）。 
 ついで、 実践高等教育学からの成果につい
て。 模擬法廷の尋問場面の分析においては、 
予期された展開になっていない場合の検察
官役法科大学院生側の受け答えに、 コミュ
ニケーション上の混乱が見られること， ま
た、 犯人役側には尋問に答えないことの戦
略性等が発見された。これらの特徴について
は、実際の法廷にも存在している特徴であり
ながら、従来の法学テキストには記載されて
おらず、ビデオエスノグラフィーによる新規
の発見として、特筆出来るものである（北村 
隆憲,2013 ほか）。このような発見を積み重ね
ていくことができるのならば、現在の法実践
に関する教育よりも、さらに実践的な尋問訓
練等が可能になっていくことだろう。 
 上記のような新規調査に基づく、新規性の
高い発見のほか、比較用に 2005 年～2009 年
データを見直す過程で発見された内容も興
味深い。 
 たとえば、医学部医学科のＰＢＬチュート
リアルに関して、各教室を巡回中の放射線科
医師のハビトゥス（例:レントゲン写真は離
して見る）が、学生に感染して、課題が達成
されていく様子が観察された。つまり、ＰＢ
Ｌチュートリアルでは、知識のみが学ばれる



 

 

のではないのである。大腿骨のがんを発見す
るためには、写真に目を近づけるのではなく、
腕を伸ばして、写真を遠くから眺める「態度」
が必要なのである。このようなことの先例と
しては、2003年頃の発見として、医療界で使
われている慣用語（専門用語に由来する職場
で使われている非公式の用語）が好んで使わ
れていたことの発見をあげることができる
が、そのよりビビッドな事例として、今回の
発見を扱うことが出来るだろう。 
 これらの発見以外に、都市工学演習におけ
る個性的な学びの様相（例:既存の専門用語
に頼らずに、感性を言語化・数値化すること
が推奨されていた）が見いだされたことも重
要である。 
 すでに科研の研究期間は終了しているが、
国内外の学会発表においては、一方で、プレ
ゼンテーション技法における見务りはあっ
たものの（プレゼン時に、注目すべき部分を
肺ライティングする形で動画編集をしたビ
デオクリップを上映する形が海外では主流
だったが、我々は編集のほとんどない動画し
か流せず見务りした）、内容的には好意的な
評価が多く寄せられた。とりわけ、非社会学
分野（たとえば、臨床法学教育分野）におい
て、評価および、研究の発展を期待する声が
高かった。これらのことから、いままで以上
に現場への応用を意識した形で研究を実施
し、この研究を発展させていくこととしたい。 
 また、エスノメソドロジーおよび、ビデオ
エスノグラフィーの講習会を３回開催した
が、いずれの場合においても、定員を超える
参加申し込みがあり、我々の方法への注目の
高さが明らかとなった。今後は講習会のみな
らず、学習用テキストづくり等にも進んでい
きたいと考えている。 
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ィー（新・樫田科研 基盤 B）』というサイト



 

 

を開設した。 
http://kashida-yoshio.com/kasida/new_ka
shidakaken09/top.html 
このサイトは、 科研メンバーの相互交流用
のサイトとしても用いることを想定して開
設したものであり、 一部にパスワード付き
のファイルがあるが、 パスワードのない部
分は一般向けの情報公開用の部分なので、自
由に閲覧して頂きたい。 
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① 樫田美雄,岡田光弘,北村隆憲,『ビデオエ

スノグラフィーの初歩』開催。主催：日

本質的心理学会研究交流委員会,2013 年

１月 26日、徳島大学東京サテライトオフ

ィス（東京都）． 

② 川島理恵,樫田美雄ほか,『トランスクリ

プトづくりと会話分析の初歩』。主催：日

本質的心理学会研究交流委員会,2012 年

１0月 22日、京都大学稲盛会館（京都府）． 

 

（３） 翻訳（計３件） 
① 北村隆憲ほか訳,「プロフェッショナル・

ヴィジョン－専門職に宿るものの見方」
（ジョン・グッドウイン著）、共立女子大
学文芸学科紀要、査読無し、第 56 集、2010、
35－80. 

② 北村隆憲ほか訳,「ラディカルな弁護士の
法律事務所という現象」（マックス・トラ
バース著）東海法学､査読無し、 42
号,2009:122－118. 
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